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男鹿市告示第３５号 

 出会いを応援！デジタルマッチング促進事業助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年４月１日 

男鹿市長 菅 原 広 二   

 

   出会いを応援！デジタルマッチング促進事業助成金交付要綱の一部を改正する告示 

出会いを応援！デジタルマッチング促進事業助成金交付要綱（令和７年男鹿市告示第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

第３条 助成金の対象経費は、申請日の属する年度内のサ

ービスの利用に係る利用料金（以下「利用料金」という。）

とする。ただし、過去にこの告示に基づく助成を受けて

いる場合にあっては、当該助成に係るサービス料金を除

くものとする。 

 

 

 

 

第３条 助成金の対象経費は、令和７年４月１日以降のサ

ービスの利用に係る利用料金（以下「利用料金」という。）

とする。ただし、過去にこの告示に基づく助成を受けて

いる場合にあっては、当該助成に係るサービス料金を除

くものとする。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 
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附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


